
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

停留所等の間隔が長く、また、運行
経路上に他の交通手段を確保する
ことが難しい区間も存在するため、
他のお客様に迷惑をかける場合の
最終的な対処として途中下車をお
願いすることが困難であること。

バス車内へのペット持込によ
り他のお客様に迷惑をかける
事態が発生しても、高速道
路走行中は即座に停車して
対処することができないこと。

　平成24年4月1日から、高速バス・定期観光バス・スキ
ーバスへのペット（愛玩動物）の持ち込みについてはお
断りさせていただいております。
　なお、身体障害者補助犬法に定められた補助犬、
介助犬は今まで通り、一緒にご乗車いただけます。

【ペット持ち込み禁止の主な理由】

皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。


